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〉
容
内
な
主
〈 平成３０年度予算決まる
条 例 改 正 な ど 可 決
４人が一般質問に登壇
委 員 会 の 審 査 か ら
議案審議結果、議員賛否の状況
議会だより 200 号のあゆみ

⑵
⑶
⑷
⑹
⑺
⑻

議
員
意
見
交
換
会

連 

合 

審 

査 

会

 

　
三
月
十
三
日
に
連
合
審
査
会
を
開

催
し
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議

案
二
十
一
件
に
つ
い
て
、
総
括
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

　
三
月
定
例
会
の
会
議
録
は
、
六
月

上
旬
に
発
行
予
定
で
す
。
図
書
館
、

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
、
か
も
川
荘
、

ゆ
き
つ
ば
き
荘
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、
加
茂
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
二
月
二
十
三
日
に
議
員
意
見
交
換

会
を
開
催
し
、
議
会
報
告
会
等
に
係

る
市
民
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実

施
、
議
員
の
複
数
委
員
会
所
属
等
に

つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

　
加
茂
市
議
会
だ
よ
り
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
に
「
加

茂
市
議
会
報
」
号
外
と
し
て
発
行
さ
れ
、
同
年
一
月
二
十
五
日

に
創
刊
第
一
号
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
ま
で
市
議
会
の
状
況
は
「
加
茂
市
政
だ
よ
り
」
に
審
議

事
項
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
し
た
。

　
創
刊
か
ら
四
十
七
年
、
こ
の
間
、
各
議
員
の
考
え
や
議
会
活

動
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
よ
り
理
解
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
て
き
ま
し
た
。

　
最
近
で
は
、
各
議
員
の
議
案
賛
否
の
状
況
の
掲
載
や
議
員
の

一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
を
増
や
し
、
文
字
を
大
き
く
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
議
会
の
動
き
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
、

よ
り
充
実
し
た
紙
面
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

全 

員 

協 

議 

会

　
三
月
十
三
日
に
全
員
協
議
会
を
開

催
し
、
税
条
例
の
一
部
改
正
に
係
る

専
決
処
分
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　
四
月
二
十
四
日
に
月
例
全
員
協
議

会
を
開
催
し
、
事
務
に
関
す
る
説
明

書
の
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

  4   月
臨時会

－平成30年 3月定例会・4月臨時会－

温かなまなざしに見守られながら、
新生活が始まりました。
ご入園おめでとうございます。

（ ４月５日（木）　芝野保育園 入園式 ）

議 

会 

日 

誌

　
　
　
　
　
四
月
二
十
四
日
に
臨
時

　
　
　
　
市
議
会
が
開
か
れ
、
市
長

　
　
　
　
提
出
の
議
案
五
件
を
承
認
、

原
案
可
決
し
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
、
二
十
九
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
第
十
三
号
の
専
決
処
分

は
、
除
雪
経
費
が
不
足
す
る
こ
と
か

ら
、
道
路
除
雪
費
に
つ
い
て
七
千
万

円
を
増
額
な
ど
し
、
三
月
二
十
七
日

詳
し
く
は
会
議
録
で

「
加
茂
市
議
会
　
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」　
　
へ
の
ご
協
力
を
、
ど
う
ぞ
　
　
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「議会だより」200号のあゆみ「議会だより」200号のあゆみ

　
　
　〈
２
　
月
〉

５
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
意
見

　
　
　
交
換
会
（
子
育
て
サ
ー
ク
ル
）

22
日
　
社
会
厚
生
常
任
委
員
会
行
政

　
　
　
視
察
（
見
附
市
）
ネ
ウ
ボ
ラ

　
　
　
み
つ
け
、
み
つ
け
健
幸
の
湯

　
　
　
ほ
っ
と
ぴ
あ

23
日
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会

　
　
　〈
３
　
月
〉

２
日
　
議
会
運
営
委
員
会

７
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
意
見

　
　
　
交
換
会
（
子
育
て
サ
ー
ク
ル
）

９
〜
26
日
　
定
例
市
議
会

13
日
　
全
員
協
議
会

　
　
　〈
４
　
月
〉

16
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
懇
談

　
　
　
会
（
上
条
あ
そ
び
の
広
場
）

19
日
　
議
会
運
営
委
員
会

24
日
　
臨
時
市
議
会

　
　
　
月
例
全
員
協
議
会

　
　
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

昭和 47 年 1 月 「加茂市議会報」 としてタブロイド判で創刊
昭和 52 年 4 月 「加茂市議会だより」 に改称
　　　　　　　　　Ａ4 判に（24 号）
昭和 58 年 4 月　文字を大きくした（50 号）
平成  3 年 4 月　一部二色刷り（85 号）
平成  3 年 7 月　一般質問議員名と会派を明示
　　　　　　　　  羽生六男氏のイラスト登場（87 号）
平成 12 年 1 月　委員会審査の内容を問答方式から
　　　　　　　　　審査結果に（123 号）
平成 14 年 4 月　構成を 6 段組みから 5 段組みへ（132 号）
平成 14 年１０月　ホームページ掲載開始（臨時号）
平成 15 年 4 月　文字を大きくした （136 号）
平成 24 年 1 月　羽生六男氏のイラスト掲載終了（174 号）
平成 28 年 4 月　各議員の議案等賛否の状況を掲載（192 号）
平成 29 年 4 月　一般質問の文字を大きくし
　　　　　　　　 １ページ２名の掲載に (196 号）
平成 29 年 7 月　一般質問議員の顔写真を掲載（197 号）

加
茂
市
議
会
だ
よ
り
が

　
　
　二
〇
〇
号
を
迎
え
ま
し
た

創刊当時の市役所本庁舎は、昭和31年竣工で現在の
加茂山公園駐車場にありました。
創刊当時の市役所本庁舎は、昭和31年竣工で現在の
加茂山公園駐車場にありました。

創刊100号（平成6年10月）を目の前にした平成5年8月
23日に現在の場所に移転しました。
創刊100号（平成6年10月）を目の前にした平成5年8月
23日に現在の場所に移転しました。

付
で
専
決
処
分
し
た
も
の
で
す
。加茂市議会市民アンケート在中

ご回答お願いします。

　
こ
の
た
び
議
会
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
「
加
茂
市
議

会
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」
用
紙
を
お
届
け
し
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



６
号
議
案

　
　
　
　
　 

予
算
の

総
額
は
、
二
十
億
五

千
二
百
四
十
三
万
二

千
円
で
、
前
年
度
よ

り
〇
・
三
％
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容

は
、
補
助
事
業
五
億

円
、
単
独
事
業
五
千

三
百
万
円
な
ど
で
す
。

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
三
億
百

七
十
七
万
円
で
、
前
年
度
よ
り
五
・

一
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
納
付
金
二
億
八
千
七
百

八
十
三
万
八
千
円
な
ど
で
す
。

H30.  4. 30 第200号 ⑵H30.  4. 30 ⑺ 第200号

定
例
会
日
程

一
般
会
計

３月　９日　本会議
　　１２日　本会議
　　１３日　連合審査会・全員協議会
　　１４日　産業建設常任委員会
　　１５日　産業建設常任委員会
　　１６日　社会厚生常任委員会
　　１９日　社会厚生常任委員会
　　２０日　総務文教常任委員会
　　２２日　総務文教常任委員会
　　２６日　本会議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

予
算

　
　
　
　
　
　
　
規
模
は
、
百
三
十

九
億
七
千
六
百
万
円
で
、
前
年
度
よ

り
〇
・
三
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
民
生
費
が

四
十
億
八
千
九
百
五
十
五
万
九
千
円

で
、
全
体
の
二
十
九
・
三
％
を
占
め

一
番
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予

　
　
　
　
　
　
　
　
算
の
総
額
は
、

二
十
八
億
三
千
九
百
三
十
五
万
三
千

円
で
、
前
年
度
よ
り
十
七
・
五
％
の

減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
保
険
給
付

費
二
十
億
七
千
五
百
十
三
万
九
千
円

な
ど
で
す
。

後
期
高
齢
者
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予

　
　
　
　
　
　
　
　
算
の
総
額
は
、

三
億
四
千
九
百
四
十
二
万
円
で
、
前

年
度
と
同
額
で
す
。

宅
造
特
別
会
計

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
三

十
一
億
四
千
六
百
三
十
六
万
九
千
円

で
前
年
度
よ
り
、
三
・
三
％
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
保
険
給
付

費
三
十
億
百
二
十
万
六
千
円
な
ど
で

す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容

は
、
用
地
購
入
費
三

億
円
な
ど
で
す
。

下
水
道
特
別
会
計

介
護
保
険
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収

　
　
　
　
　
　
　
　
益
的
収
支
で
は
、

九
千
七
百
二
十
八
万
七
千
円
の
当
期

純
利
益
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
資
本
的
収
支
で
は
、
一
億

三
千
五
百
六
十
四
万
一
千
円
の
不
足

額
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
損
益

勘
定
留
保
資
金
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

す
る
も
の
で
す
。

水
道
事
業
会
計

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
五
億

七
千
三
百
六
十
七
万
五
千
円
で
、
前

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計

　
市
長
は
施
政
方
針
演
説
で
、「
平

成
三
十
年
度
予
算
は
、
国
が
地
方
を

圧
迫
し
て
、
極
め
て
大
幅
に
地
方

交
付
税
交
付
金
を
削
減
し
て
く
る
中

で
、
高
い
水
準
の
市
政
を
堅
持
し
つ

つ
、
昨
年
度
着
手
し
て
実
現
し
た
病

児
保
育
園
、
全
小
中
学
校
の
教
室
の

冷
房
、
全
市
営
体
育
館
の
冷
暖
房
、

北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
猿
毛

―

加
茂
駅―

西
加
茂
西
部
の
市
民
バ

ス
路
線
等
を
し
っ
か
り
と
管
理
運
営

し
、
さ
ら
に
ゼ
ロ
歳
児
の
医
療
費
の

完
全
無
料
化
等
の
重
要
政
策
を
実
現

し
て
、
市
民
の
皆
様
お
一
人
お
一
人

を
最
大
限
に
お
幸
せ
に
す
る
黒
字
の

予
算
で
あ
り
ま
す
。
二
千
六
百
万
円

の
黒
字
予
算
に
よ
り
、
貯
金
的
基
金

は
三
十
年
度
末
に
は
約
四
千
万
円
と

な
る
見
通
し
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
到
達
し
た
市
政
の
高
い
水
準
を

さ
ら
に
高
め
、
充
実
さ
せ
て
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。」
と
決
意
を
述
べ

ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
度
の
一
般
会
計
と
六

特
別
会
計
を
合
わ
せ
た
予
算
の
総
額

は
、
二
百
三
十
二
億
三
千
九
百
一
万

九
千
円
で
、
前
年
度
よ
り
一
・
八
％

の
減
と
な
り
ま
し
た
。

　
予
算
議
会
と
も
い
わ
れ
る
三
月
定
例
市
議
会
は
、
九
日
に
招
集
さ
れ
二
十
六
日
ま

で
会
期
十
八
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
定
例
会
で
は
、
総
額
二
百
三
十
二
億
円

と
な
る
平
成
三
十
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
予
算
と
水
道
事
業
会
計
予
算
を
は
じ

め
、
条
例
の
制
定
及
び
改
正
な
ど
市
長
提
出
議
案
二
十
二
件
を
慎
重
に
審
議
の
結
果
、

全
て
承
認
、
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

平成 30年度予算決まる

予算 総 額
２３2億円 一般会計 0.３％増

年
度
よ
り
、
四
・
八
％
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
訪
問
介
護

事
業
費
二
億
四
千
八
百
四
十
五
万
二

千
円
な
ど
で
す
。

２
号
議
案

３
号
議
案

４
号
議
案

５
号
議
案

７
号
議
案

８
号
議
案

９
号
議
案



H30.  4. 30 第200号 ⑹H30.  4. 30⑶ 第200号

条
例
制
定

条
例
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

指
定
居

　
　
　
　
　
　
宅
介
護
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定
は
、
介
護
保

険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
指
定
権
限
が
県
か

ら
市
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る

も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

職
員
の

　
　
　
　
　
　
退
職
手
当
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
民
間
に

お
け
る
退
職
金
支
給
の
実
情
に
合
わ

せ
、
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
の
支

給
水
準
を
引
き
下
げ
る
た
め
、
国
家

公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
併

せ
て
本
市
職
員
の
退
職
手
当
を
引
き

下
げ
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

国
民
健
康
保
険
給
付
準

備
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
平
成

三
十
年
四
月
か
ら
、
国
民
健
康
保
険

の
運
営
主
体
が
新
潟
県
に
な
り
、
保

険
給
付
に
係
る
負
担
は
全
額
県
か
ら

交
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
情
に
即

し
た
形
と
な
る
よ
う
条
例
を
改
正
し

た
も
の
で
す
。

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
改
正
な
ど
可
決

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
改
正
な
ど
可
決

　
平
成
三
十
年
度
の
各
会
計
当
初
予
算
を
除
く
市
長

提
出
議
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　  

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
条
例
の
一
部
改
正
は
、
赤
谷
地
内

に
新
た
に
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
を
開
設
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　  

子
ど
も
の
医
療
費
助
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
子

ど
も
の
医
療
費
助
成
事
業
の
対
象
を

拡
大
し
、
ゼ
ロ
歳
児
の
通
院
に
つ
い
て
、

本
年
四
月
一
日
か
ら
完
全
無
料
と
す

る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

　
　
　
　
　 

国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
三

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

　
併
せ
て
、
同
施
行
令
の
改
正
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
名

称
が
変
更
と
な
る
が
、
引
き
続
き
従

来
の
名
称
を
使
え
る
よ
う
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
は
、
三
年
に
一
回
の
介
護
保
険

事
業
計
画
の
改
定
期
に
あ
た
り
、
介

護
保
険
料
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で

す
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
被
保
険
者
等
に
関
す
る
調

査
に
従
わ
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
過

料
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
に

第
二
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
等
を
追

加
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
平
成
三

十
年
四
月
一
日
に
持
続
可
能
な
医
療

保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
が
施
行
さ
れ
、
住
所
地
特
例

の
取
扱
い
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
は
、
一
般
の
消
防
団
員

の
報
酬
額
を
県
内
最
高
額
に
引
き
上

げ
、
そ
の
割
合
で
各
役
職
報
酬
額
を

引
上
改
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

労
に
報
い
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

二
十
九
年
度
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

一
般
会

　
　
　
　
　
　
計
の
十
三
号
補
正
で
、

道
路
除
雪
費
一
億
円
を
増
額
し
、
予

防
接
種
事
業
費
な
ど
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

専
決
処
分

　
　
　
　
　
一
般
会
計
は
、
九
千
百

七
万
円
を
増
額
し
、
予
算
の
総
額
を

百
四
十
三
億
一
千
九
百
五
十
五
万
五

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
退
職
手
当

九
千
百
二
十
三
万
円
な
ど
を
増
額
し
、

都
市
再
生
整
備
計
画
事
業
費
一
億
三

百
万
円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

下
水
道
事
業
特
別
会
計

は
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
精
算
に
伴

い
、
繰
越
金
一
千
二
百
二
十
八
万
一

千
円
を
増
額
し
、
同
額
繰
入
金
を
減

額
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　

介
護
保
険
特

別
会
計
は
、

三
千
十
七
万

三
千
円
を
増

額
し
、
予
算

の
総
額
を
三

十
一
億
一
千

九
百
三
十
七

万
一
千
円
と

す
る
も
の
で

す
。

　
歳
出
の
主

な
内
容
は
、

保
険
給
付
費

二
千
六
百
十

一
万
七
千
円

な
ど
を
増
額

し
、
こ
れ
に

充
て
る
財
源

と
し
て
支
払

基
金
交
付
金

八
百
十
七
万

六
千
円
な
ど

を
増
額
す
る

も
の
で
す
。

　
　
　
　
　

在
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
は
、
三
千
万

円
を
増
額
し
、
予
算
の
総
額
を
五
億

八
千
九
百
五
十
二
万
三
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
諸
支
出
金

三
千
万
円
を
増
額
し
、
こ
れ
に
充
て

る
財
源
と
し
て
繰
越
金
三
千
万
円
を

増
額
す
る
も
の
で
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

社
会
厚
生
常
任
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

審査中の産業建設常任委員会

　
三
月
十
四
日
と
十
五
日
の
両
日
委

員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算
な

ど
付
託
さ
れ
た
議
案
六
件
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に
審
査

し
た
結
果
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち

所
管
の
部
分
を
除
く
五
件
に
つ
い
て

は
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す
こ
と

も
な
く
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
原

案
可
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
所

　
三
月
十
六
日
と
十
九
日
の
両
日
委

員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算
な

ど
付
託
さ
れ
た
議
案
十
五
件
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に

審
査
し
た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望

を
付
す
こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一

致
で
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

　
三
月
二
十
日
と
二
十
二
日
の
両
日

委
員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算

な
ど
付
託
さ
れ
た
議
案
四
件
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に

審
査
し
た
結
果
、
一
般
会
計
予
算
の

う
ち
所
管
の
部
分
及
び
消
防
団
員
の

定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
除
く
二
件

に
つ
い
て
は
、
特
に
意
見
・
要
望
を

付
す
こ
と
も
な
く
、
い
ず
れ
も
全
会

　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
は
、
二
月

し
ま
し
た
。

　各常任委員会に付託された議案は、3月14日から22日の間に各常任委員
会を開いて慎重に審査した結果、議案は全て原案可決すべきものと決まり、
最終日の本会議へ報告されました。

一
致
で
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
所

管
の
部
分
及
び
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
の
二
件
に
つ
い
て
は
、

質
疑
、
討
論
が
な
さ
れ
、
起
立
採
決

の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

五
日
及
び
三
月
七
日
に
子
育
て
サ
ー

ク
ル
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
四
月
十
六
日
に
上
条
あ
そ

び
の
広
場
関
係
職
員
と
の
懇
談
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
月
五
日
及
び
二
十
三
日

に
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
子
育
て

サ
ー
ク
ル
と
の
意
見
交
換
会
の
感
想
、

今
後
の
日
程
等
に
つ
い
て
、
協
議
、

意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

管
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
質
疑
、
討

論
が
な
さ
れ
、
起
立
採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

審査中の総務文教常任委員会

地方創生特別委員会意見交換会（子育てサークル）第21号議案は、無記名投票により可決

地
方
創
生
特
別
委
員
会

22
号
議
案

14
号
議
案

15
号
議
案

16
号
議
案

17
号
議
案

18
号
議
案

19
号
議
案

20
号
議
案

21
号
議
案

10
号
議
案

11
号
議
案

12
号
議
案

13
号
議
案

１
号
議
案
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　加
茂
市
の
ホ
ー
ム
ペ

　
　ー
ジ
は
十
年
前
よ
り

情
報
が
増
え
充
実
し
て
き

た
が
、
職
員
の
手
作
り
で

見
づ
ら
く
、
必
要
な
情
報

に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
難

し
い
と
思
わ
れ
る
。
速
報

性
が
求
め
ら
れ
る
情
報
と

し
て
、
今
回
の
雪
害
で
は
、

学
校
、
道
路
、
公
共
施
設

の
被
害
状
況
等
の
情
報
を

掲
載
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
日
常
的
な

情
報
と
し
て
、
幼
稚
園
、

保
育
園
を
担
当
課
別
に
分

け
ず
、
就
学
前
の
保
育
期

間
と
し
て
考
え
て
掲
載
す
る
こ
と
や
市

役
所
の
各
種
手
続
き
の
た
め
の
書
式
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ペ
ー
ジ
を
作
っ
て
は
ど

う
か
。
ま
た
、
情
報
の
整
理
と
文
字
の

大
き
さ
な
ど
デ
ザ
イ
ン
を
統
一
し
、
必

要
な
情
報
が
簡
単
に
わ
か
る
よ
う
工
夫

が
必
要
で
あ
る
。
職
員
作
成
が
厳
し
け

れ
ば
、
業
者
委
託
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

　
　
加
茂
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
平
成

　
　
九
年
度
に
開
設
、
平
成
二
十
八

年
度
の
ア
ク
セ
ス
数
は
約
十
一
万
七
千

件
に
な
っ
て
い
る
。

　
幼
稚
園
の
ペ
ー
ジ
や
書
式
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
ペ
ー
ジ
は
掲
載
で
き
て
い
な
い

の
で
、
今
後
、
他
市
を
参
考
に
情
報
を

整
理
・
分
類
し
た
り
、
必
要
な
ペ
ー
ジ

を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
分
か
り
や
す

い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
な
る
よ
う
に
努
め

た
い
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
専
用
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に
よ
り
、
こ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る

職
員
が
い
る
課
は
各
課
で
更
新
し
、
そ

れ
以
外
は
担
当
課
が
用
意
し
た
デ
ー
タ

や
原
稿
を
基
に
総
務
課
情
報
政
策
係
の

職
員
が
更
新
し
て
い
る
。
早
い
時
期
か

ら
頻
繁
に
作
成
、
更
新
し
て
き
た
課
と

そ
う
で
な
い
課
と
で
は
掲
載
し
て
い
る

情
報
量
や
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
の
は
指

摘
の
と
お
り
。
文
字
の
大
き
さ
、
ペ
ー

ジ
デ
ザ
イ
ン
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
た
い
。

　
業
者
委
託
の
場
合
、
デ
ザ
イ
ン
や
ハ

ー
ド
ウ
ェ
ア
の
環
境
構
築
な
ど
、
一
連

の
委
託
費
用
の
見
積
り
額
は
、
五
年
間

で
三
千
三
百
五
十
万
円
と
巨
額
で
、
移

行
期
間
も
約
一
年
間
を
要
す
る
の
で
、

職
員
が
地
道
に
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
修

正
や
更
新
を
行
い
、
利
用
者
が
分
か
り

や
す
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
な
る
よ
う
対

応
し
て
い
き
た
い
。

市議会3月定例会　一般質問市議会3月定例会　一般質問

加茂市のホームページについて
ＹＯ１９９８ 大  平  一  貴 議員

問

答

滝  

沢  

茂  

秋
議
員

大
志
の
会

　
　⑴
公
立

　
　保
育
園

の
園
児
数
は

二
十
年
間
で

三
分
の
一
以
上
減
少
の
一
方
、
私
立
保

育
園
は
未
満
児
の
割
合
が
多
く
、
そ
の

後
も
継
続
し
て
通
う
幼
児
が
多
い
こ
と

か
ら
、
園
児
数
を
維
持
し
て
い
る
。
私

立
幼
稚
園
の
園
児
数
は
半
数
以
下
に
な

っ
て
い
る
。
私
立
の
施
設
を
尊
重
し
、

公
立
保
育
園
は
統
廃
合
を
含
め
た
運
営

の
検
討
を
し
て
は
ど
う
か
。

⑵
上
条
と
須
田
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
に
加
え
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
に
至
る

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
と
し
て
、
保
健
師
、

保
育
士
、
児
童
相
談
員
等
を
配
置
し
た

子
育
て
支
援
係
を
創
設
し
、
新
た
な
地

域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
拠
点
を
商

店
街
に
設
け
て
は
ど
う
か
。
子
育
て
世

代
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
と
中

心
市
街
地
の
賑
わ
い
の
一
助
と
な
る
。

　
　
⑴
公
立
保
育
園
は
廃
止
も
統
合
も
し

　
　
な
い
と
公
約
し
、
市
民
の
皆
様
の

賛
同
を
得
て
き
た
。
現
在
の
保
育
園
は
、

私
た
ち
と
市
議
会
が
築
き
上
げ
て
き
た

最
良
の
環
境
で
あ
る
。
私
立
保
育
園
の

現
在
が
あ
る
の
は
、
十
二
分
の
〇
・
七

の
保
育
所
運
営
費
補
助
金
、
私
立
保
育

園
勤
務
の
保
育
士
等
に
月
一
万
円
と
そ

の
共
済
費
を
補
助
す
る
保
育
士
等
特
別

手
当
の
提
供
、
公
立
保
育
園
で
は
低
年

齢
の
幼
児
を
多
く
と
ら
な
い
よ
う
に
し
、

当
初
は
園
児
バ
ス
も
控
え
る
な
ど
市
の

手
厚
い
保
護
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑵
議
員
提
案
の
商
店
街
の
中
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
機
関
・
施
設
は
、
相
談
、

支
援
が
子
育
て
全
般
に
関
わ
り
、
運
営

に
は
多
く
の
職
員
と
大
き
な
建
物
が
必

要
と
考
え
る
。
既
存
の
子
育
て
支
援
施

設
で
は
、
情
報
提
供
や
絵
本
の
読
み
聞

か
せ
な
ど
を
行
い
、
こ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設
の
保
育
園
で
は
保
育
相
談
が
可

能
で
、
必
要
に
応
じ
市
の
保
健
師
、
看

護
士
、
栄
養
士
等
と
相
談
も
で
き
、
福

祉
事
務
所
と
の
相
談
に
繋
が
る
こ
と
も

あ
る
。
相
談
窓
口
は
一
つ
に
限
ら
ず
、

各
所
で
一
時
的
な
相
談
を
受
け
、
後
に

的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
機
関
へ

繋
げ
ば
い
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
妊
産

婦
医
療
や
不
妊
治
療
に
対
す
る
取
組
み
、

医
療
費
助
成
、
病
児
保
育
園
な
ど
の
子

育
て
事
業
が
多
々
あ
り
、
児
童
の
健
全

な
育
成
環
境
及
び
子
育
て
世
代
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
環
境
と
な
っ
て
い
る
。

公
立
保
育
所
の
運
営
と
子
育
て
支
援
係
の
創
設
に
つ
い
て

問

答

　
　①
市
長
は
七
期
目
市

　
　長
選
に
出
馬
表
明
さ

れ
た
。
健
闘
を
祈
る
。⑴

加
茂
体
操
ク
ラ
ブ
の
練
習

時
間
を
多
く
し
て
ほ
し
い
。

⑵
職
員
の
定
年
延
長
は
人

件
費
増
や
若
手
職
員
の
士

気
に
影
響
す
る
。
役
職
定

年
制
導
入
は
ど
う
か
。⑶

副
市
長
を
置
か
な
い
市
も

あ
る
。
副
市
長
や
顧
問
を

廃
止
し
て
は
ど
う
か
。⑷

特
別
職
報
酬
や
職
員
給
与

は
県
内
二
十
市
中
何
番
目

か
。
人
口
に
合
わ
せ
県
内

下
位
に
す
べ
き
。⑸
消
防

団
員
報
酬
の
県
内
最
高
水
準
へ
の
引
き

上
げ
理
由
を
説
明
願
い
た
い
。⑹
補
助
費

を
見
直
し
て
は
ど
う
か
。⑺
消
雪
パ
イ
プ

の
管
理
は
適
切
か
。⑻
除
雪
経
費
の
専
決

処
分
は
事
前
説
明
が
な
か
っ
た
。

②
県
央
医
師
会
応
急
診
療
所
の
施
設
整

備
費
の
応
分
負
担
と
参
加
は
、
請
願
採

択
に
よ
り
民
意
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　①
⑴
体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

　
　
ー
で
の
練
習
時
間
は
現
状
が
限
界
。

⑵
雇
用
と
年
金
接
続
の
た
め
、
国
は
公

務
員
の
定
年
を
段
階
的
に
延
長
す
る
。

加
茂
市
は
希
望
職
員
に
三
年
間
の
定
年

延
長
と
二
年
間
の
再
任
用
で
実
質
五
年

延
長
。
仁
の
一
字
を
根
底
に
格
下
げ
は

し
な
い
。士
気
が
下
が
る
職
員
は
い
な
い
。

⑶
幹
部
会
議
に
よ
り
市
政
を
進
め
て
き

た
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
保
等
の
た

め
副
市
長
は
二
人
必
要
。⑷
県
内
二
十
市

中
、
市
長
報
酬
、
議
員
報
酬
は
十
五
番
、

議
長
報
酬
は
十
四
番
。
職
員
給
与
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
は
九
十
四・三
で
十
一
番
。

⑸
一
般
消
防
団
員
年
額
報
酬
を
県
内
最

高
の
二
万
七
千
円
へ
、
各
役
職
報
酬
は

一
般
団
員
と
同
率
で
引
き
上
げ
る
が
、

県
内
最
高
額
よ
り
低
い
。⑹
補
助
費
の
中

に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育
組

合
負
担
金
、
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
な
ど

の
補
助
金
、
市
内
団
体
へ
の
補
助
金
が

含
ま
れ
、
市
民
に
必
要
な
も
の
で
見
直

し
は
し
な
い
。⑺
市
道
消
雪
井
戸
百
二
カ

所
、
消
雪
パ
イ
プ
三
十
八
・
一
㌔
㍍
を

維
持
管
理
。
今
冬
は
三
十
カ
所
で
水
量

不
足
に
な
り
、
六
・
五
㌔
㍍
を
機
械
除

雪
し
た
。⑻
毎
年
大
雪
で
除
雪
費
を
専
決
。

今
年
度
は
非
常
事
態
で
、
緊
急
避
難
的

に
他
の
予
算
を
減
額
し
、
除
雪
費
一
億

円
を
予
算
化
し
た
。

②
加
茂
市
は
応
急
診
療
所
に
か
か
わ
り

を
持
た
ず
、
負
担
金
は
出
さ
な
い
。

藤  

田  

明  

美
議
員

大
志
の
会

安  武  秀  敏 議員

　
　発
達
障

　
　害
者
支

援
法
の
三
つ

の
改
正
ポ
イ

ン
ト
と
相
談
窓
口
に
つ
い
て
伺
う
。

⑴
発
達
障
害
の
早
期
発
見
、
支
援
、
保

護
者
へ
の
情
報
提
供
と
心
理
的
フ
ォ
ロ

ー
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

⑵
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
機
関
連

携
に
よ
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
が
必
要
。

保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校

と
の
連
携
状
況
は
ど
う
か
。
個
別
の
支

援
計
画
等
を
本
人
、
家
族
と
各
機
関
関

係
者
が
連
携
し
て
作
成
し
て
い
る
か
。

⑶
う
つ
病
な
ど
の
二
次
障
害
防
止
の
た

め
、
発
達
障
害
を
理
解
し
、
社
会
的
障

壁
を
取
り
除
く
た
め
の
啓
発
や
研
修
等

を
行
っ
て
い
る
か
。

⑷
未
診
断
で
も
子
ど
も
の
発
達
を
心
配

す
る
保
護
者
の
た
め
、
一
カ
所
で
相
談

で
き
る
窓
口
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

　
　⑴
子
ど
も
の
発
達
過
程
は
千
差
万

　
　
別
で
、
他
の
子
ど
も
よ
り
理
解
力

が
遅
れ
て
い
て
も
、
発
達
障
害
と
決
め

つ
け
ず
、
一
生
涯
劣
等
感
を
持
つ
こ
と

に
な
ら
な
い
よ
う
関
係
者
は
認
識
い
た

だ
き
た
い
。
加
茂
市
で
は
乳
幼
児
健
診

か
ら
子
ど
も
の
成
長
過
程
を
注
意
深
く

見
守
り
、
障
害
が
あ
り
社
会
的
障
壁
に

よ
り
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
制
限
を

受
け
る
人
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
等
と

の
相
談
を
通
じ
、
福
祉
事
務
所
、
健
康

課
、
教
育
委
員
会
、
そ
の
他
関
連
機
関

と
連
携
・
情
報
共
有
し
対
応
し
て
い
る
。

⑵
切
れ
目
の
な
い
支
援
は
、
支
援
を
行

う
関
係
者
が
集
ま
る
就
学
指
導
委
員
会
、

小
学
校
と
保
育
園
・
幼
稚
園
と
の
情
報

交
換
等
で
情
報
の
共
有
を
行
い
支
援
を

継
続
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
で
い
う

「
個
別
の
支
援
計
画
」
は
、
障
害
の
あ

る
方
等
の
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応
じ

て
市
関
係
課
、
学
校
等
や
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
、
医
療
機
関
等
の
個
別

会
議
や
個
々
の
機
関
と
の
相
談
等
を
通

じ
情
報
連
携
を
行
い
「
サ
ー
ビ
ス
等
利

用
計
画
」
を
作
成
す
る
。
こ
の
計
画
を

受
け
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

「
個
別
の
支
援
計
画
」
を
作
成
す
る
。

⑶
啓
発
、
研
修
は
検
討
課
題
と
し
た
い
。

⑷
障
害
の
あ
る
方
等
の
相
談
を
受
け
た

場
合
の
対
応
は
⑵
の
情
報
連
携
に
よ
り

対
応
し
て
い
る
。
一
カ
所
で
相
談
で
き

る
窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
、
よ
い
の

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

発
達
障
害
者
支
援
法
に
も
と
づ
い
た
発
達
障
害
者
・
児
の
支
援
体
制
と

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口
に
つ
い
て

７期目の市長選出馬表明と平成30年度予算について
ＹＯ１９９８
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　加
茂
市
の
ホ
ー
ム
ペ

　
　ー
ジ
は
十
年
前
よ
り

情
報
が
増
え
充
実
し
て
き

た
が
、
職
員
の
手
作
り
で

見
づ
ら
く
、
必
要
な
情
報

に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
難

し
い
と
思
わ
れ
る
。
速
報

性
が
求
め
ら
れ
る
情
報
と

し
て
、
今
回
の
雪
害
で
は
、

学
校
、
道
路
、
公
共
施
設

の
被
害
状
況
等
の
情
報
を

掲
載
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
日
常
的
な

情
報
と
し
て
、
幼
稚
園
、

保
育
園
を
担
当
課
別
に
分

け
ず
、
就
学
前
の
保
育
期

間
と
し
て
考
え
て
掲
載
す
る
こ
と
や
市

役
所
の
各
種
手
続
き
の
た
め
の
書
式
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ペ
ー
ジ
を
作
っ
て
は
ど

う
か
。
ま
た
、
情
報
の
整
理
と
文
字
の

大
き
さ
な
ど
デ
ザ
イ
ン
を
統
一
し
、
必

要
な
情
報
が
簡
単
に
わ
か
る
よ
う
工
夫

が
必
要
で
あ
る
。
職
員
作
成
が
厳
し
け

れ
ば
、
業
者
委
託
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

　
　
加
茂
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
平
成

　
　
九
年
度
に
開
設
、
平
成
二
十
八

年
度
の
ア
ク
セ
ス
数
は
約
十
一
万
七
千

件
に
な
っ
て
い
る
。

　
幼
稚
園
の
ペ
ー
ジ
や
書
式
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
ペ
ー
ジ
は
掲
載
で
き
て
い
な
い

の
で
、
今
後
、
他
市
を
参
考
に
情
報
を

整
理
・
分
類
し
た
り
、
必
要
な
ペ
ー
ジ

を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
分
か
り
や
す

い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
な
る
よ
う
に
努
め

た
い
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
専
用
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に
よ
り
、
こ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る

職
員
が
い
る
課
は
各
課
で
更
新
し
、
そ

れ
以
外
は
担
当
課
が
用
意
し
た
デ
ー
タ

や
原
稿
を
基
に
総
務
課
情
報
政
策
係
の

職
員
が
更
新
し
て
い
る
。
早
い
時
期
か

ら
頻
繁
に
作
成
、
更
新
し
て
き
た
課
と

そ
う
で
な
い
課
と
で
は
掲
載
し
て
い
る

情
報
量
や
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
の
は
指

摘
の
と
お
り
。
文
字
の
大
き
さ
、
ペ
ー

ジ
デ
ザ
イ
ン
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
た
い
。

　
業
者
委
託
の
場
合
、
デ
ザ
イ
ン
や
ハ

ー
ド
ウ
ェ
ア
の
環
境
構
築
な
ど
、
一
連

の
委
託
費
用
の
見
積
り
額
は
、
五
年
間

で
三
千
三
百
五
十
万
円
と
巨
額
で
、
移

行
期
間
も
約
一
年
間
を
要
す
る
の
で
、

職
員
が
地
道
に
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
修

正
や
更
新
を
行
い
、
利
用
者
が
分
か
り

や
す
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
な
る
よ
う
対

応
し
て
い
き
た
い
。

市議会3月定例会　一般質問市議会3月定例会　一般質問

加茂市のホームページについて
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滝  

沢  

茂  

秋
議
員

大
志
の
会

　
　⑴
公
立

　
　保
育
園

の
園
児
数
は

二
十
年
間
で

三
分
の
一
以
上
減
少
の
一
方
、
私
立
保

育
園
は
未
満
児
の
割
合
が
多
く
、
そ
の

後
も
継
続
し
て
通
う
幼
児
が
多
い
こ
と

か
ら
、
園
児
数
を
維
持
し
て
い
る
。
私

立
幼
稚
園
の
園
児
数
は
半
数
以
下
に
な

っ
て
い
る
。
私
立
の
施
設
を
尊
重
し
、

公
立
保
育
園
は
統
廃
合
を
含
め
た
運
営

の
検
討
を
し
て
は
ど
う
か
。

⑵
上
条
と
須
田
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
に
加
え
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
に
至
る

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
と
し
て
、
保
健
師
、

保
育
士
、
児
童
相
談
員
等
を
配
置
し
た

子
育
て
支
援
係
を
創
設
し
、
新
た
な
地

域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
拠
点
を
商

店
街
に
設
け
て
は
ど
う
か
。
子
育
て
世

代
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
と
中

心
市
街
地
の
賑
わ
い
の
一
助
と
な
る
。

　
　
⑴
公
立
保
育
園
は
廃
止
も
統
合
も
し

　
　
な
い
と
公
約
し
、
市
民
の
皆
様
の

賛
同
を
得
て
き
た
。
現
在
の
保
育
園
は
、

私
た
ち
と
市
議
会
が
築
き
上
げ
て
き
た

最
良
の
環
境
で
あ
る
。
私
立
保
育
園
の

現
在
が
あ
る
の
は
、
十
二
分
の
〇
・
七

の
保
育
所
運
営
費
補
助
金
、
私
立
保
育

園
勤
務
の
保
育
士
等
に
月
一
万
円
と
そ

の
共
済
費
を
補
助
す
る
保
育
士
等
特
別

手
当
の
提
供
、
公
立
保
育
園
で
は
低
年

齢
の
幼
児
を
多
く
と
ら
な
い
よ
う
に
し
、

当
初
は
園
児
バ
ス
も
控
え
る
な
ど
市
の

手
厚
い
保
護
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑵
議
員
提
案
の
商
店
街
の
中
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
機
関
・
施
設
は
、
相
談
、

支
援
が
子
育
て
全
般
に
関
わ
り
、
運
営

に
は
多
く
の
職
員
と
大
き
な
建
物
が
必

要
と
考
え
る
。
既
存
の
子
育
て
支
援
施

設
で
は
、
情
報
提
供
や
絵
本
の
読
み
聞

か
せ
な
ど
を
行
い
、
こ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設
の
保
育
園
で
は
保
育
相
談
が
可

能
で
、
必
要
に
応
じ
市
の
保
健
師
、
看

護
士
、
栄
養
士
等
と
相
談
も
で
き
、
福

祉
事
務
所
と
の
相
談
に
繋
が
る
こ
と
も

あ
る
。
相
談
窓
口
は
一
つ
に
限
ら
ず
、

各
所
で
一
時
的
な
相
談
を
受
け
、
後
に

的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
機
関
へ

繋
げ
ば
い
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
妊
産

婦
医
療
や
不
妊
治
療
に
対
す
る
取
組
み
、

医
療
費
助
成
、
病
児
保
育
園
な
ど
の
子

育
て
事
業
が
多
々
あ
り
、
児
童
の
健
全

な
育
成
環
境
及
び
子
育
て
世
代
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
環
境
と
な
っ
て
い
る
。

公
立
保
育
所
の
運
営
と
子
育
て
支
援
係
の
創
設
に
つ
い
て

問

答

　
　①
市
長
は
七
期
目
市

　
　長
選
に
出
馬
表
明
さ

れ
た
。
健
闘
を
祈
る
。⑴

加
茂
体
操
ク
ラ
ブ
の
練
習

時
間
を
多
く
し
て
ほ
し
い
。

⑵
職
員
の
定
年
延
長
は
人

件
費
増
や
若
手
職
員
の
士

気
に
影
響
す
る
。
役
職
定

年
制
導
入
は
ど
う
か
。⑶

副
市
長
を
置
か
な
い
市
も

あ
る
。
副
市
長
や
顧
問
を

廃
止
し
て
は
ど
う
か
。⑷

特
別
職
報
酬
や
職
員
給
与

は
県
内
二
十
市
中
何
番
目

か
。
人
口
に
合
わ
せ
県
内

下
位
に
す
べ
き
。⑸
消
防

団
員
報
酬
の
県
内
最
高
水
準
へ
の
引
き

上
げ
理
由
を
説
明
願
い
た
い
。⑹
補
助
費

を
見
直
し
て
は
ど
う
か
。⑺
消
雪
パ
イ
プ

の
管
理
は
適
切
か
。⑻
除
雪
経
費
の
専
決

処
分
は
事
前
説
明
が
な
か
っ
た
。

②
県
央
医
師
会
応
急
診
療
所
の
施
設
整

備
費
の
応
分
負
担
と
参
加
は
、
請
願
採

択
に
よ
り
民
意
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　①
⑴
体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

　
　
ー
で
の
練
習
時
間
は
現
状
が
限
界
。

⑵
雇
用
と
年
金
接
続
の
た
め
、
国
は
公

務
員
の
定
年
を
段
階
的
に
延
長
す
る
。

加
茂
市
は
希
望
職
員
に
三
年
間
の
定
年

延
長
と
二
年
間
の
再
任
用
で
実
質
五
年

延
長
。
仁
の
一
字
を
根
底
に
格
下
げ
は

し
な
い
。士
気
が
下
が
る
職
員
は
い
な
い
。

⑶
幹
部
会
議
に
よ
り
市
政
を
進
め
て
き

た
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
保
等
の
た

め
副
市
長
は
二
人
必
要
。⑷
県
内
二
十
市

中
、
市
長
報
酬
、
議
員
報
酬
は
十
五
番
、

議
長
報
酬
は
十
四
番
。
職
員
給
与
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
は
九
十
四・三
で
十
一
番
。

⑸
一
般
消
防
団
員
年
額
報
酬
を
県
内
最

高
の
二
万
七
千
円
へ
、
各
役
職
報
酬
は

一
般
団
員
と
同
率
で
引
き
上
げ
る
が
、

県
内
最
高
額
よ
り
低
い
。⑹
補
助
費
の
中

に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育
組

合
負
担
金
、
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
な
ど

の
補
助
金
、
市
内
団
体
へ
の
補
助
金
が

含
ま
れ
、
市
民
に
必
要
な
も
の
で
見
直

し
は
し
な
い
。⑺
市
道
消
雪
井
戸
百
二
カ

所
、
消
雪
パ
イ
プ
三
十
八
・
一
㌔
㍍
を

維
持
管
理
。
今
冬
は
三
十
カ
所
で
水
量

不
足
に
な
り
、
六
・
五
㌔
㍍
を
機
械
除

雪
し
た
。⑻
毎
年
大
雪
で
除
雪
費
を
専
決
。

今
年
度
は
非
常
事
態
で
、
緊
急
避
難
的

に
他
の
予
算
を
減
額
し
、
除
雪
費
一
億

円
を
予
算
化
し
た
。

②
加
茂
市
は
応
急
診
療
所
に
か
か
わ
り

を
持
た
ず
、
負
担
金
は
出
さ
な
い
。

藤  

田  

明  

美
議
員

大
志
の
会

安  武  秀  敏 議員

　
　発
達
障

　
　害
者
支

援
法
の
三
つ

の
改
正
ポ
イ

ン
ト
と
相
談
窓
口
に
つ
い
て
伺
う
。

⑴
発
達
障
害
の
早
期
発
見
、
支
援
、
保

護
者
へ
の
情
報
提
供
と
心
理
的
フ
ォ
ロ

ー
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

⑵
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
機
関
連

携
に
よ
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
が
必
要
。

保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校

と
の
連
携
状
況
は
ど
う
か
。
個
別
の
支

援
計
画
等
を
本
人
、
家
族
と
各
機
関
関

係
者
が
連
携
し
て
作
成
し
て
い
る
か
。

⑶
う
つ
病
な
ど
の
二
次
障
害
防
止
の
た

め
、
発
達
障
害
を
理
解
し
、
社
会
的
障

壁
を
取
り
除
く
た
め
の
啓
発
や
研
修
等

を
行
っ
て
い
る
か
。

⑷
未
診
断
で
も
子
ど
も
の
発
達
を
心
配

す
る
保
護
者
の
た
め
、
一
カ
所
で
相
談

で
き
る
窓
口
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

　
　⑴
子
ど
も
の
発
達
過
程
は
千
差
万

　
　
別
で
、
他
の
子
ど
も
よ
り
理
解
力

が
遅
れ
て
い
て
も
、
発
達
障
害
と
決
め

つ
け
ず
、
一
生
涯
劣
等
感
を
持
つ
こ
と

に
な
ら
な
い
よ
う
関
係
者
は
認
識
い
た

だ
き
た
い
。
加
茂
市
で
は
乳
幼
児
健
診

か
ら
子
ど
も
の
成
長
過
程
を
注
意
深
く

見
守
り
、
障
害
が
あ
り
社
会
的
障
壁
に

よ
り
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
制
限
を

受
け
る
人
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
等
と

の
相
談
を
通
じ
、
福
祉
事
務
所
、
健
康

課
、
教
育
委
員
会
、
そ
の
他
関
連
機
関

と
連
携
・
情
報
共
有
し
対
応
し
て
い
る
。

⑵
切
れ
目
の
な
い
支
援
は
、
支
援
を
行

う
関
係
者
が
集
ま
る
就
学
指
導
委
員
会
、

小
学
校
と
保
育
園
・
幼
稚
園
と
の
情
報

交
換
等
で
情
報
の
共
有
を
行
い
支
援
を

継
続
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
で
い
う

「
個
別
の
支
援
計
画
」
は
、
障
害
の
あ

る
方
等
の
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応
じ

て
市
関
係
課
、
学
校
等
や
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
、
医
療
機
関
等
の
個
別

会
議
や
個
々
の
機
関
と
の
相
談
等
を
通

じ
情
報
連
携
を
行
い
「
サ
ー
ビ
ス
等
利

用
計
画
」
を
作
成
す
る
。
こ
の
計
画
を

受
け
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

「
個
別
の
支
援
計
画
」
を
作
成
す
る
。

⑶
啓
発
、
研
修
は
検
討
課
題
と
し
た
い
。

⑷
障
害
の
あ
る
方
等
の
相
談
を
受
け
た

場
合
の
対
応
は
⑵
の
情
報
連
携
に
よ
り

対
応
し
て
い
る
。
一
カ
所
で
相
談
で
き

る
窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
、
よ
い
の

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

発
達
障
害
者
支
援
法
に
も
と
づ
い
た
発
達
障
害
者
・
児
の
支
援
体
制
と

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口
に
つ
い
て

７期目の市長選出馬表明と平成30年度予算について
ＹＯ１９９８

問

問

答

答
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条
例
制
定

条
例
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

指
定
居

　
　
　
　
　
　
宅
介
護
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定
は
、
介
護
保

険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
指
定
権
限
が
県
か

ら
市
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る

も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

職
員
の

　
　
　
　
　
　
退
職
手
当
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
民
間
に

お
け
る
退
職
金
支
給
の
実
情
に
合
わ

せ
、
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
の
支

給
水
準
を
引
き
下
げ
る
た
め
、
国
家

公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
併

せ
て
本
市
職
員
の
退
職
手
当
を
引
き

下
げ
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

国
民
健
康
保
険
給
付
準

備
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
平
成

三
十
年
四
月
か
ら
、
国
民
健
康
保
険

の
運
営
主
体
が
新
潟
県
に
な
り
、
保

険
給
付
に
係
る
負
担
は
全
額
県
か
ら

交
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
情
に
即

し
た
形
と
な
る
よ
う
条
例
を
改
正
し

た
も
の
で
す
。

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
改
正
な
ど
可
決

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
改
正
な
ど
可
決

　
平
成
三
十
年
度
の
各
会
計
当
初
予
算
を
除
く
市
長

提
出
議
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　  

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
条
例
の
一
部
改
正
は
、
赤
谷
地
内

に
新
た
に
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
を
開
設
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　  

子
ど
も
の
医
療
費
助
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
子

ど
も
の
医
療
費
助
成
事
業
の
対
象
を

拡
大
し
、
ゼ
ロ
歳
児
の
通
院
に
つ
い
て
、

本
年
四
月
一
日
か
ら
完
全
無
料
と
す

る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

　
　
　
　
　 

国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
三

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

　
併
せ
て
、
同
施
行
令
の
改
正
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
名

称
が
変
更
と
な
る
が
、
引
き
続
き
従

来
の
名
称
を
使
え
る
よ
う
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
は
、
三
年
に
一
回
の
介
護
保
険

事
業
計
画
の
改
定
期
に
あ
た
り
、
介

護
保
険
料
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で

す
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
被
保
険
者
等
に
関
す
る
調

査
に
従
わ
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
過

料
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
に

第
二
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
等
を
追

加
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
平
成
三

十
年
四
月
一
日
に
持
続
可
能
な
医
療

保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
が
施
行
さ
れ
、
住
所
地
特
例

の
取
扱
い
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
は
、
一
般
の
消
防
団
員

の
報
酬
額
を
県
内
最
高
額
に
引
き
上

げ
、
そ
の
割
合
で
各
役
職
報
酬
額
を

引
上
改
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

労
に
報
い
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

二
十
九
年
度
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

一
般
会

　
　
　
　
　
　
計
の
十
三
号
補
正
で
、

道
路
除
雪
費
一
億
円
を
増
額
し
、
予

防
接
種
事
業
費
な
ど
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

専
決
処
分

　
　
　
　
　
一
般
会
計
は
、
九
千
百

七
万
円
を
増
額
し
、
予
算
の
総
額
を

百
四
十
三
億
一
千
九
百
五
十
五
万
五

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
退
職
手
当

九
千
百
二
十
三
万
円
な
ど
を
増
額
し
、

都
市
再
生
整
備
計
画
事
業
費
一
億
三

百
万
円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　 

下
水
道
事
業
特
別
会
計

は
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
精
算
に
伴

い
、
繰
越
金
一
千
二
百
二
十
八
万
一

千
円
を
増
額
し
、
同
額
繰
入
金
を
減

額
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　

介
護
保
険
特

別
会
計
は
、

三
千
十
七
万

三
千
円
を
増

額
し
、
予
算

の
総
額
を
三

十
一
億
一
千

九
百
三
十
七

万
一
千
円
と

す
る
も
の
で

す
。

　
歳
出
の
主

な
内
容
は
、

保
険
給
付
費

二
千
六
百
十

一
万
七
千
円

な
ど
を
増
額

し
、
こ
れ
に

充
て
る
財
源

と
し
て
支
払

基
金
交
付
金

八
百
十
七
万

六
千
円
な
ど

を
増
額
す
る

も
の
で
す
。

　
　
　
　
　

在
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
は
、
三
千
万

円
を
増
額
し
、
予
算
の
総
額
を
五
億

八
千
九
百
五
十
二
万
三
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
諸
支
出
金

三
千
万
円
を
増
額
し
、
こ
れ
に
充
て

る
財
源
と
し
て
繰
越
金
三
千
万
円
を

増
額
す
る
も
の
で
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

社
会
厚
生
常
任
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

審査中の産業建設常任委員会

　
三
月
十
四
日
と
十
五
日
の
両
日
委

員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算
な

ど
付
託
さ
れ
た
議
案
六
件
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に
審
査

し
た
結
果
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち

所
管
の
部
分
を
除
く
五
件
に
つ
い
て

は
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す
こ
と

も
な
く
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
原

案
可
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
所

　
三
月
十
六
日
と
十
九
日
の
両
日
委

員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算
な

ど
付
託
さ
れ
た
議
案
十
五
件
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に

審
査
し
た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望

を
付
す
こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一

致
で
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

　
三
月
二
十
日
と
二
十
二
日
の
両
日

委
員
会
を
開
催
し
、
一
般
会
計
予
算

な
ど
付
託
さ
れ
た
議
案
四
件
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
受
け
慎
重
に

審
査
し
た
結
果
、
一
般
会
計
予
算
の

う
ち
所
管
の
部
分
及
び
消
防
団
員
の

定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
除
く
二
件

に
つ
い
て
は
、
特
に
意
見
・
要
望
を

付
す
こ
と
も
な
く
、
い
ず
れ
も
全
会

　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
は
、
二
月

し
ま
し
た
。

　各常任委員会に付託された議案は、3月14日から22日の間に各常任委員
会を開いて慎重に審査した結果、議案は全て原案可決すべきものと決まり、
最終日の本会議へ報告されました。

一
致
で
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
所

管
の
部
分
及
び
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
の
二
件
に
つ
い
て
は
、

質
疑
、
討
論
が
な
さ
れ
、
起
立
採
決

の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

五
日
及
び
三
月
七
日
に
子
育
て
サ
ー

ク
ル
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
四
月
十
六
日
に
上
条
あ
そ

び
の
広
場
関
係
職
員
と
の
懇
談
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
月
五
日
及
び
二
十
三
日

に
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
子
育
て

サ
ー
ク
ル
と
の
意
見
交
換
会
の
感
想
、

今
後
の
日
程
等
に
つ
い
て
、
協
議
、

意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

管
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
質
疑
、
討

論
が
な
さ
れ
、
起
立
採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

審査中の総務文教常任委員会

地方創生特別委員会意見交換会（子育てサークル）第21号議案は、無記名投票により可決

地
方
創
生
特
別
委
員
会

22
号
議
案

14
号
議
案

15
号
議
案

16
号
議
案

17
号
議
案

18
号
議
案

19
号
議
案

20
号
議
案

21
号
議
案

10
号
議
案

11
号
議
案

12
号
議
案

13
号
議
案

１
号
議
案



６
号
議
案

　
　
　
　
　 

予
算
の

総
額
は
、
二
十
億
五

千
二
百
四
十
三
万
二

千
円
で
、
前
年
度
よ

り
〇
・
三
％
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容

は
、
補
助
事
業
五
億

円
、
単
独
事
業
五
千

三
百
万
円
な
ど
で
す
。

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
三
億
百

七
十
七
万
円
で
、
前
年
度
よ
り
五
・

一
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
納
付
金
二
億
八
千
七
百

八
十
三
万
八
千
円
な
ど
で
す
。

H30.  4. 30 第200号 ⑵H30.  4. 30 ⑺ 第200号

定
例
会
日
程

一
般
会
計

３月　９日　本会議
　　１２日　本会議
　　１３日　連合審査会・全員協議会
　　１４日　産業建設常任委員会
　　１５日　産業建設常任委員会
　　１６日　社会厚生常任委員会
　　１９日　社会厚生常任委員会
　　２０日　総務文教常任委員会
　　２２日　総務文教常任委員会
　　２６日　本会議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

予
算

　
　
　
　
　
　
　
規
模
は
、
百
三
十

九
億
七
千
六
百
万
円
で
、
前
年
度
よ

り
〇
・
三
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
民
生
費
が

四
十
億
八
千
九
百
五
十
五
万
九
千
円

で
、
全
体
の
二
十
九
・
三
％
を
占
め

一
番
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予

　
　
　
　
　
　
　
　
算
の
総
額
は
、

二
十
八
億
三
千
九
百
三
十
五
万
三
千

円
で
、
前
年
度
よ
り
十
七
・
五
％
の

減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
保
険
給
付

費
二
十
億
七
千
五
百
十
三
万
九
千
円

な
ど
で
す
。

後
期
高
齢
者
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予

　
　
　
　
　
　
　
　
算
の
総
額
は
、

三
億
四
千
九
百
四
十
二
万
円
で
、
前

年
度
と
同
額
で
す
。

宅
造
特
別
会
計

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
三

十
一
億
四
千
六
百
三
十
六
万
九
千
円

で
前
年
度
よ
り
、
三
・
三
％
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
保
険
給
付

費
三
十
億
百
二
十
万
六
千
円
な
ど
で

す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容

は
、
用
地
購
入
費
三

億
円
な
ど
で
す
。

下
水
道
特
別
会
計

介
護
保
険
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収

　
　
　
　
　
　
　
　
益
的
収
支
で
は
、

九
千
七
百
二
十
八
万
七
千
円
の
当
期

純
利
益
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
資
本
的
収
支
で
は
、
一
億

三
千
五
百
六
十
四
万
一
千
円
の
不
足

額
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
損
益

勘
定
留
保
資
金
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

す
る
も
の
で
す
。

水
道
事
業
会
計

　
　
　
　
　
予
算
の
総
額
は
、
五
億

七
千
三
百
六
十
七
万
五
千
円
で
、
前

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計

　
市
長
は
施
政
方
針
演
説
で
、「
平

成
三
十
年
度
予
算
は
、
国
が
地
方
を

圧
迫
し
て
、
極
め
て
大
幅
に
地
方

交
付
税
交
付
金
を
削
減
し
て
く
る
中

で
、
高
い
水
準
の
市
政
を
堅
持
し
つ

つ
、
昨
年
度
着
手
し
て
実
現
し
た
病

児
保
育
園
、
全
小
中
学
校
の
教
室
の

冷
房
、
全
市
営
体
育
館
の
冷
暖
房
、

北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
猿
毛

―

加
茂
駅―

西
加
茂
西
部
の
市
民
バ

ス
路
線
等
を
し
っ
か
り
と
管
理
運
営

し
、
さ
ら
に
ゼ
ロ
歳
児
の
医
療
費
の

完
全
無
料
化
等
の
重
要
政
策
を
実
現

し
て
、
市
民
の
皆
様
お
一
人
お
一
人

を
最
大
限
に
お
幸
せ
に
す
る
黒
字
の

予
算
で
あ
り
ま
す
。
二
千
六
百
万
円

の
黒
字
予
算
に
よ
り
、
貯
金
的
基
金

は
三
十
年
度
末
に
は
約
四
千
万
円
と

な
る
見
通
し
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
到
達
し
た
市
政
の
高
い
水
準
を

さ
ら
に
高
め
、
充
実
さ
せ
て
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。」
と
決
意
を
述
べ

ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
度
の
一
般
会
計
と
六

特
別
会
計
を
合
わ
せ
た
予
算
の
総
額

は
、
二
百
三
十
二
億
三
千
九
百
一
万

九
千
円
で
、
前
年
度
よ
り
一
・
八
％

の
減
と
な
り
ま
し
た
。

　
予
算
議
会
と
も
い
わ
れ
る
三
月
定
例
市
議
会
は
、
九
日
に
招
集
さ
れ
二
十
六
日
ま

で
会
期
十
八
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
定
例
会
で
は
、
総
額
二
百
三
十
二
億
円

と
な
る
平
成
三
十
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
予
算
と
水
道
事
業
会
計
予
算
を
は
じ

め
、
条
例
の
制
定
及
び
改
正
な
ど
市
長
提
出
議
案
二
十
二
件
を
慎
重
に
審
議
の
結
果
、

全
て
承
認
、
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

平成 30年度予算決まる

予算 総 額
２３2億円 一般会計 0.３％増

年
度
よ
り
、
四
・
八
％
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
訪
問
介
護

事
業
費
二
億
四
千
八
百
四
十
五
万
二

千
円
な
ど
で
す
。

２
号
議
案

３
号
議
案

４
号
議
案

５
号
議
案

７
号
議
案

８
号
議
案

９
号
議
案
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〉
容
内
な
主
〈 平成３０年度予算決まる
条 例 改 正 な ど 可 決
４人が一般質問に登壇
委 員 会 の 審 査 か ら
議案審議結果、議員賛否の状況
議会だより 200 号のあゆみ

⑵
⑶
⑷
⑹
⑺
⑻

議
員
意
見
交
換
会

連 

合 

審 

査 

会

 

　
三
月
十
三
日
に
連
合
審
査
会
を
開

催
し
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議

案
二
十
一
件
に
つ
い
て
、
総
括
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

　
三
月
定
例
会
の
会
議
録
は
、
六
月

上
旬
に
発
行
予
定
で
す
。
図
書
館
、

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
、
か
も
川
荘
、

ゆ
き
つ
ば
き
荘
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、
加
茂
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
二
月
二
十
三
日
に
議
員
意
見
交
換

会
を
開
催
し
、
議
会
報
告
会
等
に
係

る
市
民
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実

施
、
議
員
の
複
数
委
員
会
所
属
等
に

つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

　
加
茂
市
議
会
だ
よ
り
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
に
「
加

茂
市
議
会
報
」
号
外
と
し
て
発
行
さ
れ
、
同
年
一
月
二
十
五
日

に
創
刊
第
一
号
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
ま
で
市
議
会
の
状
況
は
「
加
茂
市
政
だ
よ
り
」
に
審
議

事
項
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
し
た
。

　
創
刊
か
ら
四
十
七
年
、
こ
の
間
、
各
議
員
の
考
え
や
議
会
活

動
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
よ
り
理
解
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
て
き
ま
し
た
。

　
最
近
で
は
、
各
議
員
の
議
案
賛
否
の
状
況
の
掲
載
や
議
員
の

一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
を
増
や
し
、
文
字
を
大
き
く
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
議
会
の
動
き
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
、

よ
り
充
実
し
た
紙
面
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

全 

員 

協 

議 

会

　
三
月
十
三
日
に
全
員
協
議
会
を
開

催
し
、
税
条
例
の
一
部
改
正
に
係
る

専
決
処
分
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　
四
月
二
十
四
日
に
月
例
全
員
協
議

会
を
開
催
し
、
事
務
に
関
す
る
説
明

書
の
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

  4   月
臨時会

－平成30年 3月定例会・4月臨時会－

温かなまなざしに見守られながら、
新生活が始まりました。
ご入園おめでとうございます。

（ ４月５日（木）　芝野保育園 入園式 ）

議 

会 

日 

誌

　
　
　
　
　
四
月
二
十
四
日
に
臨
時

　
　
　
　
市
議
会
が
開
か
れ
、
市
長

　
　
　
　
提
出
の
議
案
五
件
を
承
認
、

原
案
可
決
し
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
、
二
十
九
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
第
十
三
号
の
専
決
処
分

は
、
除
雪
経
費
が
不
足
す
る
こ
と
か

ら
、
道
路
除
雪
費
に
つ
い
て
七
千
万

円
を
増
額
な
ど
し
、
三
月
二
十
七
日

詳
し
く
は
会
議
録
で

「
加
茂
市
議
会
　
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」　
　
へ
の
ご
協
力
を
、
ど
う
ぞ
　
　
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「議会だより」200号のあゆみ「議会だより」200号のあゆみ

　
　
　〈
２
　
月
〉

５
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
意
見

　
　
　
交
換
会
（
子
育
て
サ
ー
ク
ル
）

22
日
　
社
会
厚
生
常
任
委
員
会
行
政

　
　
　
視
察
（
見
附
市
）
ネ
ウ
ボ
ラ

　
　
　
み
つ
け
、
み
つ
け
健
幸
の
湯

　
　
　
ほ
っ
と
ぴ
あ

23
日
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会

　
　
　〈
３
　
月
〉

２
日
　
議
会
運
営
委
員
会

７
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
意
見

　
　
　
交
換
会
（
子
育
て
サ
ー
ク
ル
）

９
〜
26
日
　
定
例
市
議
会

13
日
　
全
員
協
議
会

　
　
　〈
４
　
月
〉

16
日
　
地
方
創
生
特
別
委
員
会
懇
談

　
　
　
会
（
上
条
あ
そ
び
の
広
場
）

19
日
　
議
会
運
営
委
員
会
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昭和 47 年 1 月 「加茂市議会報」 としてタブロイド判で創刊
昭和 52 年 4 月 「加茂市議会だより」 に改称
　　　　　　　　　Ａ4 判に（24 号）
昭和 58 年 4 月　文字を大きくした（50 号）
平成  3 年 4 月　一部二色刷り（85 号）
平成  3 年 7 月　一般質問議員名と会派を明示
　　　　　　　　  羽生六男氏のイラスト登場（87 号）
平成 12 年 1 月　委員会審査の内容を問答方式から
　　　　　　　　　審査結果に（123 号）
平成 14 年 4 月　構成を 6 段組みから 5 段組みへ（132 号）
平成 14 年１０月　ホームページ掲載開始（臨時号）
平成 15 年 4 月　文字を大きくした （136 号）
平成 24 年 1 月　羽生六男氏のイラスト掲載終了（174 号）
平成 28 年 4 月　各議員の議案等賛否の状況を掲載（192 号）
平成 29 年 4 月　一般質問の文字を大きくし
　　　　　　　　 １ページ２名の掲載に (196 号）
平成 29 年 7 月　一般質問議員の顔写真を掲載（197 号）

加
茂
市
議
会
だ
よ
り
が

　
　
　二
〇
〇
号
を
迎
え
ま
し
た

創刊当時の市役所本庁舎は、昭和31年竣工で現在の
加茂山公園駐車場にありました。
創刊当時の市役所本庁舎は、昭和31年竣工で現在の
加茂山公園駐車場にありました。

創刊100号（平成6年10月）を目の前にした平成5年8月
23日に現在の場所に移転しました。
創刊100号（平成6年10月）を目の前にした平成5年8月
23日に現在の場所に移転しました。

付
で
専
決
処
分
し
た
も
の
で
す
。加茂市議会市民アンケート在中

ご回答お願いします。

　
こ
の
た
び
議
会
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
「
加
茂
市
議

会
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」
用
紙
を
お
届
け
し
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。




